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はじめに 

 

子どもたちは、一人ひとりが次代の社会の希望であり、未来を創る力です。家族の愛情や地

域社会の見守りのなかで心豊かに成長していくことが、将来の担い手育成につながると考えて

おります。 

しかし、近年、少子高齢化や核家族化の進行、共働き家庭の増加、地域のつながりの   希

薄化など、子どもや子育てを取り巻く環境は大きく変化しており、子育てに孤立感や  不安

感を抱く家庭も少なからず存在し、子ども・子育て支援は将来の社会の存続にかかわる重要な

課題になっております。 

こうした中、平成 24 年 8 月、国や市町村をあげて子どもや子育て家庭を支援する子ども・

子育て関連 3 法が成立し、平成 27 年 4 月から子ども・子育て支援新制度が実施されました。

これにより、本市においても、すべての子どもたちに良質な成育環境を保障するとともに、安

心して子育てができる環境整備を進めるべく、みかさ次世代育成支援行動計画の実績等を踏ま

えて、平成 27 年度から平成 31年度までを計画期間とした三笠市子ども・子育て  支援事業

計画を策定しましたが、同計画の期間満了に伴い、この基本理念を引き継いだ 「第 2期三笠

市子ども・子育て支援事業計画（令和 2 年度から令和 6 年度まで）」を、今般策定するもので

あります。 

今後は、本計画に基づき、基本理念である「緑の中で はじける笑顔 みんなの笑顔でむす

ぶマチ」「みんなが かぞく ささえあいの輪」の実現に向け、子ども・子育て支援の更なる

充実を図ってまいりますので、引き続き皆様のご支援とご協力をお願いいたします。 

結びに、本計画の策定にあたり、市民アンケートにご協力いただきました市民の皆様、計画

策定にご尽力いただきました三笠市子ども・子育て会議委員の皆様を始め、関係各位に対し、

心から感謝を申し上げます。 

 

令和 2年 3月 

 

                       三笠市長 西 城 賢 策  
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